
【基本部分】
基本利用

1割の場合 2割の場合 3割の場合

3,094円 310円 619円 929円 3,094円
4,605円 461円 921円 1,382円 4,605円
8,107円 811円 1,622円 2,433円 8,107円

11,129円 1,113円 2,226円 3,339円 11,129円
【加算】

基本利用

1割の場合 2割の場合 3割の場合

長時間介護予防訪問看護加算 3,063円 307円 613円 919円 3,063円

2,594円 260円 519円 779円 2,594円

4,105円 411円 821円 1,232円 4,105円

緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅰ)※ 6,126円 613円 1,226円 1,838円 6,126円

特別管理加算(Ⅰ)※ 5,105円 511円 1,021円 1,532円 5,105円

特別管理加算(Ⅱ)※ 2,553円 256円 511円 766円 2,553円

初回加算(Ⅰ) 3,574円 358円 715円 1,073円 3,574円

初回加算(Ⅱ) 3,063円 307円 613円 919円 3,063円

退院時共同指導加算 6,126円 613円 1,226円 1,838円 6,126円

夜間・早朝加算

深夜加算

【減算】

減算の種類

その他の利用料
交通費 なし

死後処置料 10,000円

キャンセル料

キャンセル料発生の時期
利用予定日の前営業日12時以降

　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

介護予防訪問看護利用料(介護保険)

取扱要件
利用者負担金

※(注1)参照
法定代理受領分※(注2)参照		 法定代理

受領分以外

看護師が行う介護予防訪問看護

20分未満
30分未満
30分以上60分未満
60分以上90分未満

加算の種類 加算の要件

加算額
利用者負担金

※(注1)参照
法定代理受領分※(注2)参照		 法定代理

受領分以外

深夜(22時〜翌朝6時)にサービス
提供する場合

上記基本利用料の50％

特別な管理を必要とする利用者に
対して90分以上の介護予防訪問看
護を行った場合(1回につき)

複数名訪問加算(Ⅰ)

同時に複数の看護師等が1人の利用
者に対して30分未満の介護予防訪
問看護を行った場合(1回につき)
同時に複数の看護師等が1人の利用
者に対して30分以上の介護予防訪
問看護を行った場合(1回につき)
利用者の同意を得て、利用者又は
その家族等からの看護に関する相
談に常時対応できる体制を整え、
かつ必要に応じて緊急時訪問を行
う体制がある場合。夜間対応の負
担軽減の取り組みを実施している
場合。(1月につき)
特別な管理を必要とする利用者に
対し、サービスの実施に関する計
画的な管理を行った場合(1月につ
退院・退所した日に初回の訪問看
護を行った場合(1月につき)
新規の利用者へ訪問看護を提供し
た場合(1月につき)
入院・入所機関の主治医等と連携
して在宅療養における必要な指導
を行った場合。(退院又は退所につ
き1回。特別な管理を必要とする者
の場合2回に限り)
夜間(18時〜22時)又は早朝(6時〜
8時)にサービス提供する場合

上記基本利用料の25％

注　※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。

　以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。
減算の要件 減算額

事業所と同一建物に居住する利用者
等へのサービス提供減算

事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内
の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する
利用者またはこれ以外の1月当たりの利用者が
20人以上居住する建物に居住する利用者にサ
ービスを行った場合(1回につき)

上記基本部分の10％

事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内
の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する
利用者またはこれ以外の1月当たりの利用者が
50人以上居住する建物に居住する利用者にサ
ービスを行った場合(1回につき)

上記基本部分の15％

利用者負担金の100％の額

(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改
訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いた
だくこととなりますのでご留意ください。

ご自宅で亡くなられた時、ご希望によりお体を拭いたり、お着替えを
する等の場合

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調
や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。

キャンセル料


